
 

 

   高松市・塩江町合併協議会規約に関する協議書  

 

 高松市及び塩江町（以下「１市１町」という。）は、高松市・塩江町合併協

議会規約（以下「規約」という。）に規定する１市１町の長が協議して定める

べき事項その他必要な事項について、次のとおり協議して定めたので、この書

面を取り交わす。  

 

協議して定めるべき事項  

 １  規約第６条第１項（会長）  

 ２  規約第７条第１項（副会長）  

 ３  規約第８条第２項（委員）  

 ４  規約第１３条第２項及び第３項（事務局）  

 ５  規約第１４条（経費）  

 ６  規約第１６条（財務に関する事項）  

 ７  規約第１７条第２項（報酬及び費用弁償）  

 ８  規約附則（施行日）  

 

協議して定めた事項  

 １  会長  

   規約第６条第１項に規定する協議会の会長には、高松市長 増田昌三を

選任する。  

 ２  副会長  

   規約第７条第１項に規定する協議会の副会長には、塩江町長  中井 弘

を選任する。  

 ３  委員  

   規約第８条第２項に規定する委員については、次のとおりとする。  

    大林 正孝（香川県政策部自治振興課長）  

 ４  事務局  

  （１）規約第１３条第２項に規定する事務局に関し必要な事項については、 

高松市・塩江町合併協議会事務局規程 （別紙１）のとおりとする。  



 

 

  （２）規約第１３条第３項に規定する協議会の事務に従事する職員につい

ては、次の者をもって充てる。  

所属団体  職  氏名  

企画財政部次長  林   昇  

企画財政部企画課  
合併推進室長  

加藤 昭彦  

企画財政部企画課  
企画担当課長補佐（合併推進担当）  

藤川 幸彦  
高松市  

企画財政部企画課  
企画員（合併推進室）  

森田 大介  

塩江町  総務企画課主任主事  松本 修治  

香川県  政策部自治振興課副主幹  山崎  隆  

 ５  経費  

   規約第１４条に規定する協議会に要する経費については、次のとおりと

する。  

  （１）１市１町が負担すべき金額のうち、合併協議会の広報紙の配布に要

する経費に係る負担については、それぞれの市町配布分を負担する。  

  （２）１市１町が負担すべき金額のうち、前号の負担分以外のものについ

ては、負担総額の１００分の２０を均等割とし、負担総額の１００分の  

   ８０を平成１２年国勢調査による人口割とする。  

 ６  財務に関する事項  

   規約第１６条に規定す る協議会の財務に関 し必要な事項については、 

高松市・塩江町合併協議会財務規程（別紙２）のとおりとする。  

 ７  報酬及び費用弁償  

   規約第１７条第２項に 規定する報酬及び費用弁償の額等については、 

高松市・塩江町合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程（別紙

３）のとおりとする。  

 ８  施行日  

   規約附則に規定する施行期日は、平成１５年６月１日とする。  

 ９  内容の変更  

   この協議書に定める内容を変更する場合は、別に変更協議書を取り交わ

すものとする。  



 

 

 １０ 定めのない事項  

   この協議書に定めるもののほか、必要な事項は、１市１町の長が協議し

て定めるものとする。  

 １１ 協議の発効  

   この協議は、平成１５年６月１日から発効する。  

 １２ 協議の失効  

   この協議は、協議会が解散したときにその効力を失うものとする。  

 

 この協議の成立を証するため、本書２通を作成し、１市１町の長が記名押印

の上、各自１通を保有する。  

 

  平成１５年５月２６日  

 

                 高松市  

                 高松市長  増 田 昌  三  

 

 

                 塩江町  

                 塩江町長  中 井   弘  

 

 





 

 

 

高松市・塩江町合併協議会規約に関する協議書の一部を変更する協議書  

 

 高松市及び塩江町は、高松市・塩江町合併協議会規約に関する協議書（以下

「協議書」という。）第４項第２号に規定する協議会の事務に従事する職員の

異動に伴い、次のとおり協議して定めたので、協議書第９項の規定に基づき、

変更協議書を取り交わす。  

記  

 協議書第４項第２号の表を次のように改める。  

 「 

所属団体 職 氏名 

企画財政部次長 林   昇 

企画財政部企画課 
合併推進室長 加藤 昭彦 

企画財政部企画課 
企画担当課長補佐（合併推進担当） 藤川 幸彦 

企画財政部企画課 
企画担当課長補佐兼合併推進担当 池内  保 

企画財政部企画課 
企画担当課長補佐兼合併推進担当 杉上 厚男 

企画財政部企画課 
企画担当課長補佐兼合併推進担当 平尾 和律 

企画財政部企画課 
企画担当課長補佐兼合併推進担当 秋山 浩一 

企画財政部企画課 
企画員（合併推進室） 安西 正門 

企画財政部企画課 
企画員（合併推進室） 山上 龍二 

企画財政部企画課 
企画員（合併推進室） 森田 大介 

企画財政部企画課 
企画員兼合併推進担当 中村 郁夫 

企画財政部企画課 
企画員兼合併推進担当 松崎 充宏 

企画財政部企画課 
企画員兼合併推進担当 佐藤 扶司子 

高松市 

企画財政部企画課 
企画員兼合併推進担当 諏訪 真史 



 

 

企画財政部企画課（合併推進室） 林田 競一 
高松市 

企画財政部企画課（合併推進室） 黒淵 博美 

塩江町 総務企画課主任主事 松本 修治 

香川県 政策部自治振興課副主幹 福井  隆 

                                  」 

 この協議の成立を証するため、本書２通を作成し、１市１町の長が記名押印

の上、各自１通を保有する。  

 

  平成１５年１２月１日  

 

                高松市 

                高松市長   

 

                塩江町 

                塩江町長   

 

 



 

 

 

高松市・塩江町合併協議会規約に関する協議書の一部を変更する協議書  

 

 高松市及び塩江町は、高松市・塩江町合併協議会規約 に関する協議書（以下

「協議書」という。）第４項第２号に規定する協議会の事務に従事する職員につ

いて、次のとおり協議して定めたので、協議書第９項の規定に基づき、変更協

議書を取り交す。  

記  

 

 協議書第４項第２号を次のとおり改める。  

 （２）規約第１３条第３項に規定する協議会の事務に従事する職員について

は、１市１町の長がそれぞれ命じた職員とする。  

 

 

 この協議の成立を証するため、本書２通を作成し、１市１町の長が記名押印

の上、各自１通を保有する。  

 

  平成１６年２月６日  

 

                 高松市  

                 高松市長  

 

                 塩江町  

                 塩江町長  

 



 

高松市・塩江町合併協議会規約に関する協議書の一部を変更する協議書  

 

 高松市及び塩江町は、高松市・塩江町合併協議会規約に関する協議書（以下

「協議書」という。）第３項に規定する規約第８条第２項に規定する委員につ

いて、次のとおり協議して定めたので、協議書第９項の規定に基づき、変更協

議書を取り交す。  

記  

 

 協議書第３項を次のように改める。  

 ３ 委員  

   規約第８条第２項に規定する委員については、置かないものとする。  

 

 この協議の成立を証するため、本書２通を作成し、１市１町の長が記名押印

の上、各自１通を保有する。  

 

  平成１７年４月１日  

 

                 高松市  

                 高松市長  

 

                 塩江町  

                 塩江町長   




